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１ 特定非営利活動促進法の目的と法人格取得の効果 
 

 （１）法律の目的と特徴  

   近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど、さまざまな分野においてボランティ

ア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識さ

れているところです。 

    特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」と略します。）は、営利を目的としない

活動を行う団体が法人格を取得する途を開き、活動の健全な発展を促進し、もって公

益の増進に寄与することを目的として、平成 10 年 12 月に施行されました。  

   ＮＰＯ法は、特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」と略します。）の自主性･

自立性を尊重する観点から、行政の関与は極力少ないものとなっています。その一方

で、ＮＰＯ法人自らが団体情報を公開することが義務づけられています。これは、Ｎ

ＰＯ法人の情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得、あるいは“市民

の目による監督”を受けることで、ＮＰＯ法人は“市民によって育てられる”という

考え方によるものです。 

 

（２）ＮＰＯ法人格取得の効果 

法人格を取得することで、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名

義で権利義務関係を処理することができます。 

一方では、ＮＰＯ法に定められた情報開示等の義務を果たさなければならないことか

ら、一定の事務処理能力が求められます。また、活動分野を変更したり、解散する場合

も、ＮＰＯ法に定める手続が必要です。法人格を取得するかどうか、その効果と主な注

意点について、メンバーの皆さんと話し合いましょう。 

         ＮＰＯ法人格取得の効果と注意点（主なもの） 

次のようなメリットがあります 次に注意しましょう 

○法人名での行為ができます。 

・銀行口座の開設、不動産の登記、各種

の契約行為（不動産賃貸借契約、委託

契約など） 

○社会的信用が高まり易くなります。 

・認証や登記により、一定要件を満たし

た法人であることがわかります。 

・情報開示により団体の活動を知っても

らう機会が増えます。 

○ＮＰＯ法に定められた義務を果たさな

かったり、法に反した場合は罰則が適用

されます。 

○活動状況、会計のみならず、役員や社員

の住所も情報公開の対象となります。 

○会計処理はＮＰＯ法人会計基準に基づ

いて処理することが望まれます。 

○ＮＰＯ法人は課税対象です。 

○ＮＰＯ法人を解散する際に、財産は分配

できません。 
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２ ＮＰＯ法人の設立について 

 

（１）ＮＰＯ法人の要件 

  ＮＰＯ法人は、次の要件を満たすことが必要です。 

  内         容 

目
的･

活
動
内
容 

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 

 「特定非営利活動」とは、4 ページの 20 種類の分野に該当する活動であり、不特

定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。 

 構成員相互の利益（共益）を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益（私

益）を目的とする活動は、特定非営利活動には該当しません。 

 なお、特定非営利活動に必要な資金確保や運営費に充てるため、特定非営利活動に

支障がない限り、｢その他の事業｣を行うことができますが、その場合は会計を区分し、

その利益はすべて特定非営利活動に繰り入れなくてはなりません。 

② 営利を目的としないこと。 

「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対して収益を分配したり、財産を還

元したりすることを目的としないことをいいます。したがって、収益を目的とする事

業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、特定非営利活動に充てなけ

ればなりません。 

なお、職員に一定の基準（給与規定等）をもって労働の対価である給料を支払うこ

とは収益の分配にはあたりません。  

③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。 

④ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目

的とするものでないこと。 

⑤ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこ

と。 

⑥ 特定の政党のために利用しないこと。 

社
員 

⑦ 社員の資格の特喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

 「社員」とは、議決権を有する者のことをいいます。誰でも社員になることがで

き、また、自由に退会できるようになっていなければなりません。 

⑧ 10 人以上の社員を有するものであること。 

役
員 

⑨ 役員として理事を 3 人以上、監事を 1 人以上置くこと。 

 理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねることはできます

が、理事や職員を兼ねることはできません。 

⑩ 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の１以下であること。 

 ｢報酬｣とは、役員報酬のことをいいます。会議に出席するための交通費などは費

用弁償であり報酬ではありません。 
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⑪ 

 

役員のうちには、各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族

が 1 人を超えて含まれ、又は各役員並びにその配偶者若しくは三親等以内

の親族が、役員総数の 3 分の 1 を超えて含まれていないこと。 

 役員総数が 5 人以下の場合配偶者及び三親等以内の親族を含めることはできませ

ん。 

⑫ 役員が法に定める欠格事由に該当しないこと。 

次に該当する場合は役員になることはできません。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることが

なくなった日から２年を経過しない者 

ウ 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受け

ることがなくなった日から２年を経過しない者 

・ＮＰＯ法の規定に違反した場合 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 

・刑法第 204 条［傷害］、第 206 条［現場助勢］、第 208 条［暴行］、第 208

条の 2［凶器準備集合及び結集］、第 222 条［脅迫］、第 247 条［背任］の

罪を犯した場合 

・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

エ 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成

員でなくなった日から５年を経過しない者 

オ 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認

証を取り消された日から２年を経過しない者 

カ 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

団
体 

⑬ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体で

ないこと。 

会
計 

⑭ 会計は「会計の原則」にしたがって行うこと。 

会計の原則として３つの原則が定められています。 

ア 正規の簿記の原則 

会計簿は正規の簿記の原則にしたがって正しく記帳すること。 

イ 真実性・明瞭性の原則 

計算書類及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状

態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

ウ 継続性の原則 

採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、み

だりに変更しないこと。 

 

 

 

 

役

員 
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特定非営利活動の定義 
 
１ 次に該当する活動であること（法律の別表） 
 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
 (2) 社会教育の推進を図る活動 
 (3) まちづくりの推進を図る活動 
 (4) 観光の振興を図る活動 
 (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
 (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
 (7) 環境の保全を図る活動 
 (8) 災害救援活動 
 (9) 地域安全活動 
 (10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
 (11)国際協力の活動 
 (12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
 (13)子どもの健全育成を図る活動 
 (14)情報化社会の発展を図る活動 
  (15)科学技術の振興を図る活動 
  (16)経済活動の活性化を図る活動 
  (17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
  (18)消費者の保護を図る活動 
 (19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
 (20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

２ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること 
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（２）ＮＰＯ法人設立の流れ 
 

 申請者 ※所管庁：栃木県（権限移譲市町） 

準
備 

～ 

申
請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
請
書
受
理 

～ 

認
証
（
不
認
証
）
決
定 

決
定
通
知
受
領 
～ 

設
立
登
記
完
了
届
出 

※ 所轄庁について 

栃木県に主たる事務所のあるＮＰＯ法人の所轄庁は「栃木県」ですが、栃木県では、ＮＰＯ法

に関する事務の権限の一部を県内すべての市町に移譲しています。権限移譲を受けた市町では、

設立認証申請書等の受理・認証、定款変更などの各届出書及び事業報告書等の受理・監督等を行っ

ています。 

設立総会において設立の意思を決定 

申請書類を提出 申請書類を受理 

法人設立登記（主たる事務所の所在

地を管轄する法務局での登記） 

＝ 法人成立 

以下、認証の場合 
（認証書を受領した日から２週間以内） 

（登記後遅滞なく） 

 インターネットの利用による公

表 
 縦覧（受理日から２週間） 

・定款 
・役員名簿 
・設立趣旨書 
・事業計画書・活動予算書 

 審査 

申請書類（案）の検討・作成 事前相談（任意） 

その他の事務所の所在地を管轄する

法務局での登記 

（設立登記の日から２週間以内） 

設立登記完了届出書を提出 

設立登記完了届出書を受理 

補正 軽微な補正 

（受理日から１週間未満） 

閲覧書類の備置き 

 閲覧書類の備置き（閲覧及び謄

写） 
 内閣府ポータルサイト掲載（県） 

認証（不認証）決定通知受領 

認証決定・不認証決定 

（縦覧期間経過日から２ヶ月以内） 通知 
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本書では、権限移譲を受けてＮＰＯ法人の認証等を行う市町も「所轄庁」と呼んでいます。 

但し、「所轄庁の変更」とあるときは、主たる事務所を栃木県外に変更することを指します。 

 

① 設立総会の開催準備 

  ＮＰＯ法人を設立するためには、まず設立総会を開催することが必要です。設立総

会を開催する前に、法人設立の趣旨、定款、役員、事業計画及び予算について十分話

し合いを重ねることが大切です。 

  また、活動の内容によっては、他法令の許認可や届出等の手続が必要となる場合が

あります。ＮＰＯ法人格の取得準備と併せて、各法令を所管する部署と必要に応じて

打合せを行ってください。 

 ひとくちメモ 安定的な活動を継続するために 

  法人設立を目指すにあたっては、メンバー全員が社会に対する明確なミッション（使命）を持

つことが最も重要です。活動によって、どのような新たな社会的価値を生み出そうとしているの

か、メンバーで意思を共有するようにしましょう。 

また、安定的･継続的な活動を発展させていくために、必要な資源（人、モノ、金）をどのよう

に確保していくかも大変重要なことです。設立･運営に関わる全員が、検討の過程やさまざまな情

報を共有するよう心がけましょう。 

活動が長くなるにしたがって、｢理事長しか法人の活動内容や経理がわからない｣というような

状態にならないよう、設立当初から事務局の体制を考えていくと良いでしょう。 

 

② 設立総会の開催 

  設立認証申請の際に、設立総会の議事録謄本が必要となります。 

 

③ 設立認証申請書の提出 

  ＮＰＯ法人を設立するためには、ＮＰＯ法に定められた書類を添付した申請書を所

轄庁（所轄庁及び書類の提出先については７ページをご覧ください。） に提出し、設立の認

証を受けることが必要です。 

所轄庁は、申請書の受理日から２週間縦覧した後、原則として受理日から２ヶ月と

２週間以内に認証又は不認証を決定して申請者に通知します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

書式や記載例の入手方法 

○県ホームページからのダウンロード 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c01/life/npo/npo/tetsuduki.html 

         →ＮＰＯ法人関連情報→ＮＰＯ法人の設立手続き からも可能 

○「特定非営利活動促進法の手引き」の購入 

栃木県庁 2 階「県民プラザ」又は各地方庁舎内の栃木県職員生活協同組合地方

売店を御利用ください（詳しくは 20 ページをご覧ください）。 

 

とちぎＮＰＯ 検索 



7 
 

申請に必要な書類 

 提 出 書 類 部 数 

ア 設立認証申請書 １ 

イ 定款 ２ 

ウ 

役員名簿 

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した

名簿） 

２ 

エ 

就任承諾及び誓約書の謄本 

（各役員が NPO 法第 20 条各号（役員の欠格事由）に該当しないこと及び第

21 条（役員の親族等の排除）に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾す

る書面の謄本） 

１ 

オ 

各役員の住所又は居所を証する書面 

（住民票の写し（発行日が申請日の前 6 月以内のもので個人番号（マイナン

バー）の記載のないもの）等）  

１ 

カ 

社員のうち 10 人以上の者の名簿 

（社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあってはその名称及び代表者の氏

名）及び住所又は居所を記載した書面） 

１ 

キ 

確認書 

（ＮＰＯ法第 2 条第 2 項第 2 号（宗教活動･政治活動を主目的としないこと、

選挙活動を目的としないこと）及び第 12 条第 1 項第 3 号（暴力団でないこと）

に該当することを確認したことを示す書面） 

１ 

ク 設立趣旨書 ２ 

ケ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 １ 

コ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 各２ 

サ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 各２ 

 

   
所轄庁及び書類の提出先 

事務所の所在地 所轄庁 提 出 先 

二以上の都道府県に所在する

ＮＰＯ法人 

主たる事務所

が所在する 

都道府県知事 

各都道府県担当課にお問い合わせください。 

栃木県の場合→栃木県県民生活部県民文化課 

一の政令指定都市の区域内の

みに所在するＮＰＯ法人 

政令指定都市

の長 
各政令指定都市にお問い合わせください。 

栃木県内のみで二以上の市町

に所在するＮＰＯ法人 
栃木県知事 栃木県県民生活部県民文化課 

栃木県内の一の市町に事務所

が所在するＮＰＯ法人 
栃木県知事 各市町のＮＰＯ法担当課（p19 参照） 
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④ 設立の登記・設立登記完了の届出（以下の手続は認証された場合に適用）  

認証を受けたＮＰＯ法人は、設立認証の通知があった日から 2 週間以内に、主たる

事務所の所在地を管轄する法務局（栃木県においては、宇都宮地方法務局本局）におい

て設立登記をすることにより、法人として成立します。（その他の事務所がある場合は、

その他の事務所の所在地を管轄する法務局においても登記する必要があります。）登記

方法については法務局にご確認ください。 

 設立の登記が済んだら遅滞なく、所轄庁に「設立登記完了届」提出してください。 

 なお、設立の認証を受けてから 6 月を経過しても登記しないときは、設立の認証を

取り消すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《登記事項について》 

登記する書類は次のとおりです。（組合等登記令第２条第２項） 

①目的及び業務 

②名称 

③事務所の所在場所 

④代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

《登記申請書の記載事項と添付書類について》 

登記申請書の記載書類は次のとおりです。 

①申請人の氏名及び住所 

②代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 

③登記の事由 

④登記すべき事項 

⑤所轄庁の認証書の到達した年月日 

⑥申請年月日 

⑦登記所の表示 

 登記申請書の添付書類は次のとおりです。 

  ①定款 

  ②設立認証書 

  ③代表権を有する理事の就任承諾書 

  ④代理人によって申請するときは、委任状 

 申請書に添付した書類は、原本の還付を請求することができます。 

 理事が申請書又は委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印し

なければなりません。印鑑の提出は、印鑑届書により行います。印鑑届書には、市町

村長が作成した３か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。 

 登記申請書が複数ページになる場合は、各ページの綴り目に契印を押す必要があり

ます。契印は、登記申請書に押印した印鑑（理事が法務局に提出した印鑑又は代理人

の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。 

 申請方法等について詳しくは、法務局へお問い合わせください。 

 法務局ホームページ ｢商業・法人登記申請手続｣

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#4-1 
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 設立登記完了の届出に必要な書類 

 提 出 書 類 部 数 

ア 設立登記完了届出書 １ 

イ 登記事項証明書（正本 1 部、写し 1 部） ２ 

ウ 設立当初の財産目録 ２ 

 

⑤ 閲覧書類の備置き 

ＮＰＯ法人は下表の書類を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請

求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。 

所轄庁においても、閲覧又は謄写を請求された場合は閲覧又は謄写に供することとな

ります。また、県は、法人の定款等を内閣府 NPO 法人ポータルサイトに掲載すること

としています。 

  

設立当初に備え置きが必要な書類 

 書 類 

ア 定款 

イ 役員名簿 

ウ 事業計画書 

エ 活動予算書 

オ 設立の時の財産目録 

カ 認証に関する書類の写し 

キ 登記に関する書類の写し 

 

⑥ 法人設立に伴う各種手続 

NPO 法人も課税対象となりますので、事業所開設の届出が必要です。手続について

は最寄りの税務署、県税事務所、市町村税務担当課へお問い合わせください。 

職員を雇用する場合は、就業規則の整備、労働保険（労災保険、雇用保険）、社会保

険（健康保険、厚生年金）への加入が必要な場合があります。詳しくは最寄りの労働基

準監督署やハローワーク、社会保険事務所へお問い合わせください。 

また、事業内容によって、ＮＰＯ法以外の法令に関わる手続も必要です。 
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３ 法人格取得後の義務 
 法人格取得後は、ＮＰＯ法やその他の法令、定款の定めにしたがって活動しなければ

なりません。所轄庁は、事業報告書等の書類により法人の運営を把握するほか、ＮＰＯ

法に基づく報告をさせること、検査すること、改善命令を行うこと、設立の認証を取り

消すことがあります。また、罰則も定められています。 

 

（1） 事業報告書等の作成と所轄庁への提出（毎事業年度） 

ＮＰＯ法人は、毎事業年度初めの 3 月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、

作成日から５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その法人のすべての事

務所に備え置き、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人から請求

があったときは、事業報告書等を閲覧させなければなりません。 

また、所轄庁に毎事業年度初めの３月以内に事業報告書等を提出しなければなりま

せん。所轄庁においても、提出された事業報告書等（過去５年間に提出を受けたもの

に限ります。）の閲覧又は謄写請求があった時は、これを閲覧させ、又は謄写させる

こととなっています。併せて、広く情報を公表するため、内閣府 NPO 法人ポータル

サイトに掲載することとしています。 

なお、事業報告書等の提出を怠った場合は、20 万円以下の過料に処せられること

があります。また、3 年以上にわたって所轄庁に提出が行われなかったときは、所轄

庁は設立の認証を取り消すことができます。  

 

毎事業年度初めの 3 月以内に作成し所轄庁へ提出する書類 

 提 出 書 類 部 数 

① 事業報告書等提出書 １ 

② 事業報告書 ２ 

③ 計算書類（活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記）  ２ 

④ 財産目録  ２ 

⑤ 

年間役員名簿 

（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所

並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿） 

２ 

⑥ 
前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名 

（法人の場合はその名称及び代表者の氏名及び住所又は居所を記載した書面） 
２ 

※ＮＰＯ法人の事務所においては、上表①以外の書類を備え置く必要があります。 

ひとくちメモ 計算書類及び NPO 法人会計基準について 

   「計算書類」とは、「活動計算書」、「貸借対照表」（「計算書類の注記」を含む。）のこと

をいいます。計算書類のうち、「活動計算書」は、“法人の 1 年間の収益から費用や損失を引い

て、正味財産がどれだけ増減したか”を示す、営利企業における損益計算書に相当するものです。

また、「計算書類の注記」は、貸借対照表や活動計算書では伝えきれない事項を補うものです。 

    NPO 法人の会員になったり、寄附をしようとしたりする方にとって、その法人がどのような

活動をしてどのような財務基盤を有しているか等の財務的生存力を把握するための情報は重要で
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す。また、“市民が法人の活動を監督する”という法の理念から、正味財産の増減とその理由が

分かり易く示されている必要があります。 

誰が見ても分かり易くするためには、一定のルールのもと、統一的な書式で活動計算書が作成

されていることが望まれます。このため、全国の NPO 支援団体等から組織された「NPO 法人会

計基準協議会」が、ＮＰＯ法人会計基準（2010 年 7 月 20 日 2017 年 12 月 12 日最終改正）」

が公表しています。基準を適用するかどうかは強制ではありませんが、所轄庁を通して一般市民

に情報公開する際の会計報告書類作成のための基準としてご活用ください。なお、どの会計基準

を採用した場合でも、「注記」で採用した会計基準を明記してください。 

（参考）みんなで使おう！ＮＰＯ会計基準 ＵＲＬ:https://www.npokaikeikijun.jp 

 

（2） 貸借対照表の公告 

   平成 28 年 6 月のＮＰＯ法改正により、ＮＰＯ法第 28 条の２として新たに「貸借

対照表の公告」に関する規定が追加されています。貸借対照表は、前事業年度の貸借

対照表の作成後遅滞なく公告しなければなりません。 

 

○ 貸借対照表の公告方法 

ＮＰＯ法人は、貸借対照表の公告の方法として、次のア～エの方法のいずれかを定

款で具体的に定めておく必要があります（ＮＰＯ法第 28 条の２第 1 項）。 

 

ア 官報に掲載する方法（第 1 号） 

イ 日刊新聞紙に掲載する方法（第 2 号） 

ウ 電子公告（第 3 号。ＮＰＯ法人のホームページのほか、内閣府ＮＰＯ法人ポー

タルサイト等を利用する方法を含む。） 

エ ＮＰＯ法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法（第 4 号） 

 

※ア及びイの場合は、一度掲載することで公告となりますが、ウの場合は貸借対照

表の作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、エ

の場合は公告開始後１年を経過する日までの間、継続して公告する必要がありま

す。 

※貸借対照表の公告を、現行の定款で規定する方法とは別な方法にする場合には、

定款変更が必要となります。 

※官報への掲載又は日刊新聞紙への掲載を選択する場合は、貸借対照表の「要旨」

で足ります（ＮＰＯ法第 28 条の２第２項）。 
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（3） 役員変更の届出   

    役員に変更があったときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」に必要書類を添えて

所轄庁に提出しなければなりません。また、代表権を有する役員に変更があった場合

は、変更のあった日から 2 週間以内に変更の登記が必要です。 

なお、役員名簿は、法人のすべての事務所に備え置き、正当な理由がある場合を除

いて、その社員及び利害関係人から請求があったときは、最新の役員名簿を閲覧させ

なければなりません。所轄庁に提出された最新の役員名簿は、閲覧又は謄写の請求が

あった時は、これを閲覧させ、又は謄写させることとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 改姓又は改名  

 

 

 

届出に必要な書類 

 提 出 書 類 部 数 

① 役員の変更等届出書 １ 

② 変更後の役員名簿 ２ 

新任の 

場合 

③ 住所又は居所を証する書面 →住民票の写し等 ※ １ 

④ 就任承諾及び誓約書の謄本 １ 

 ※③住所又は居所を証する書面について 

  ・届出の日前６ヶ月以内に作成されたもので個人番号（マイナンバー）の記載のな

いもの。 

  ・住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付され

た書類をコピーしたものではありません。 

  ・役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合は、当該役員の住所又は居

所を証する権限のある官公署が発給する文書を提出してください。書面が外国語

で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付して

ください。 

 

 

 

 

所轄庁への届出が必要な場合 

・再任（任期満了に伴う再任）  

・新任（補欠のため、又は増員により就任した場合や、理事が監事に、監事が

理事に就任した場合等）  

・任期満了  

・死亡  

・辞任  

・解任  

・住所又は居所の異動  

・改姓又は改名 
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（４）定款変更認証・届出 

定款を変更するときは、社員総会の議決を経て所轄庁に定款変更認証申請又は定款変

更届出を行う必要があります。認証又は届出のいずれが必要かは下表のとおりです。 

定款変更認証の場合、申請された書類の一部を所轄庁が受理日から２週間縦覧し、申

請書の受理後原則として２ヶ月と２週間以内に認証又は不認証の決定を行います。具体

的な手続や提出書類については所轄庁へお問い合わせください。 

認証事項 届出事項 

・目的の変更 

・法人の名称変更 

・所轄庁の変更を伴う事務所所在地の変更 

・活動の種類の変更 

・事業の種類の変更 

・社員の資格の得喪に関する事項 

・役員に関する変更（役員の定数に関する

ものを除く。） 

・会議に関する変更 

・その他の事業を行う場合における、その

種類、その当該その他の事業に関する変

更 

・残余財産の帰属すべき者に関する事項の

変更 

・定款の変更に関する変更 

認証事項以外 

(例) 

・所轄庁の変更を伴わない事務所所在

地の変更 

・役員の定数の変更 

・資産に関する事項の変更 

・会計に関する事項の変更 

・事業年度の変更 

・解散に関する変更（残余財産の帰属

に関する事項を除く。） 

・公告の方法の変更 

・ＮＰＯ法第 11 条第 1 項各号にない

事項（合併に関する事項、職員に関

する事項、賛助会員、顧問等に関す

る事項等） 

  ひとくちメモ 変更後の定款の効力発生日   

  届出事項の場合は、総会で決議された日が効力発生日となります。定款変更認証申請を行った

場合は定款変更認証のあった日となります。定款変更認証申請の場合、認証又は不認証となる

までに、ＮＰＯ法に定める一定の期間がかかります。目的や活動の種類或いは事業の変更など

の場合は特に、変更しようとする時期に合わせて手続を始めるよう注意してください。 

なお、届出事項と認証事項が混在する場合は、手続の進め方によって効力発生日が異なりま

す。あらかじめ所轄庁に相談いただきますようお願いします。 

 

（５）ＮＰＯ法人に対する監督 

① 報告･検査（NPO 法第 41 条第 1 項） 

法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認

められる相当な理由があるときは、その法人に対して報告を求めたり、その法人の事

務所その他の施設に立ち入り、その業務や財産の状況、帳簿、書類等を検査すること

があります。 

② 改善命令（NPO 法第 42 条） 

法人が設立認証の要件を欠く場合や法令、法令に基づいてする行政庁の処分に違反
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する場合、定款に違反する場合、運営が著しく適正を欠く場合は、法人に対して、期

限を定めて改善のために必要な措置をとるように命令することがあります。 
③ 設立認証の取り消し（ＮＰＯ法第 13 条第 3 項、第 43 条第 1 項、第 2 項） 

次の場合は、法人の設立の認証を取り消すことがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④ 罰則 

罰則
（NPO 法根拠条文） 

違反行為の内容・処罰の対象となる者 

50 万円以下の罰金 

（第 78 条､第 79 条） 

・正当な理由がないのに、所轄庁の改善命令に違反してその命令に係る

措置をとらなかった者 

・法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、上記の違反行為を

した場合に、行為者、またその法人等 

20 万円以下の過料 

（第 80 条） 

次に掲げるいずれかに該当する場合の法人の理事、監事又は清算人 

・組合等登記令に違反して、登記を怠ったとき 

・法人の成立時の財産目録の作成、備置きの規定に違反して、財産目録

を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実

の記載をしたとき 

・所轄庁への役員変更等の届出、定款変更の届出の規定に違反して、届

出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 

・事業報告書等、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び登記に

関する書類の写し）の備置きの規定に違反して、これを備え置かず、

又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたと

き 

・定款の変更に係る登記事項証明書の届出、事業報告書等の提出の規定

に違反して、これらの書類の提出を怠ったとき 

・理事又は清算人が破産手続開始の申立て及び公告の規定に違反して、

破産手続開始の申立てをしなかったとき 

・NPO 法人が貸借対照表の公告の規定に違反して若しくは清算人が法

人の債権者に対する債権申出の催告等及び破産手続開始の申立てに

関する公告の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたと

き 

・NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財

産目録の作成、備置きの規定に違反して、書類の作成をせず、又はこ

れに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき 

・NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公

告・催告、債権者の異議に対する弁済等の規定に違反したとき 

・ＮＰＯ法第 41 条第 1 項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 
10 万円以下の過料 

（第 81 条） 

ＮＰＯ法人以外の者が、その名称中に「特定非営利活動法人」又はこれ

に紛らわしい文字を使った場合 

○所轄庁の改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達成できない場合 

○事業報告書等の提出を３年以上行わなかった場合 

○法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することが

できないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待す

ることができない場合 

○所轄庁の設立の認証があった日から６ヶ月を経過しても登記をしない場合 
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４ ＮＰＯ法人の解散 
 

（１）解散の事由 

  ＮＰＯ法人は、次の事由で解散します。最終的には、清算手続を経て清算結了登記

を行うことで法人格は消滅します。具体的な手続はお問い合わせください。 

 

 解 散 事 由 
所轄庁への 

手続 

① 

社員総会の決議 

 社員総会における解散の決議には、総社員の 4 分の 3 以上の賛成が必要

です。（ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。） 

届出 

② 定款で定めた解散事由の発生 届出 

③ 

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

「成功の不能」とは、その法人が主たる目的としている特定非営利活動に

係る事業について成功する見込みがなくなり（またはすることがなくなり）、

その法人の存在意義がなくなってしまったような場合をいいます。 

認定申請 

④ 

 社員の欠亡 

  「社員の欠亡」とは、社員が 0 人になった状態のことをいいます。1～９

人となった場合だけでは該当しません。 

届出 

⑤  合併 
手続不要 

（別途合併認証申請） 

⑥ 

破産手続開始の決定 

法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった

場合は、裁判所は理事若しくは債権者の申立てにより、又は職権により破産

手続開始の決定をします。 

届出 

⑦ 

ＮＰＯ法第 43 条に規定する設立認証の取消し   
   所轄庁からの改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目

的を達することができない場合や 3 年以上にわたって事業報告書等の提出

を行わないときは、所轄庁が設立認証の取消しを行うことがあります。 

－ 

   

  ひとくちメモ 解散するときは費用がかかります 

   近年、ＮＰＯ法人の解散が増えています。法人の使命を達成したため解散する場合もあれば、

メンバーが高齢化して活動ができなくなった、という場合も増えています。ＮＰＯ法人は、｢特

定非営利活動を行うための法人｣です。ＮＰＯ法の趣旨からすると、法人の活動を停止したい

わゆる｢休眠法人｣は法律の趣旨に反します。活動再開の見込みがない場合は、社員総会の開催

ができるうちに思い切って法人を解散し、任意団体として継続し、必要に応じて再度設立する

ことも選択肢のひとつではないでしょうか。 

解散する場合には、債権者に一定期間内に債権の申出をするよう官報に公告を掲載しなけれ

ばなりません。そのための費用もかかりますので留意してください。 
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（２）ＮＰＯ法人の財産について 

  NPO 法人は、財産を株式会社のように構成員で分配することはできません。個人

の財産を NPO 法人に寄付した場合であっても、法人の財産となった以上、個人に返

還することはできません。 

ＮＰＯ法人が解散し、清算手続をして債権・債務を整理し、最終的に法人の手元に

残った財産を「残余財産」といいます。ＮＰＯ法人の残余財産の譲渡先（｢残余財産

の帰属先｣といいます。）は、合併及び破産手続の開始の決定による解散の場合を除

き、定款で定めた者となります。 

定款で定めることができる帰属先は次の法人のうちから選ばなくてはなりません。 

定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合、清算人は、所轄庁の認証を得て、

財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者 

① 他のＮＰＯ法人 

② 国又は地方公共団体 

③ 公益財団法人又は公益社団法人 

④ 学校法人 

⑤ 社会福祉法人 

⑥ 更生保護法人 
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５ ＮＰＯ法人に関する税について 
 
 法人の成立後はさまざまな税金がかかってきます。ここでは、主なものについて記載

します。詳細については、国税は管轄の税務署、地方税は県税事務所及び各市町村の税

務担当課に確認してください。 

 

（１）法人税（国税） 

   特定非営利活動にかかわる事業であっても、法人税法に規定された｢収益事業｣から

生ずる所得に対して課税されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）法人事業税（県税） 
   税法上の収益事業から生じた所得に対して、課税されます。 

 

（３）事業所税（市町村税） 
    一定規模以上の事務所や事業所に課税されます。市町によっては課税しない市町

もあります。 

 
（４）法人住民税（県税・市町村税） 

① 法人税割 

   法人税の確定申告における法人税額に対して、課税されます。 

 

② 均等割 

   所得の有無にかかわらず、原則として事務所の所在する都道府県及び市町村ごと

に課税されます。 

 

   ひとくちメモ 栃木県の NPO 法人への税制上の優遇措置 

    栃木県では、法人税法上の収益事業を行わないＮＰＯ法人に対し、法人県民税均等割を免除す

る措置を講じています。また、収益事業を行うＮＰＯ法人のうち、設立日以後３年以内に終了す

る事業年度に限り、収益事業における所得の計算上、益金の額が損金の額を超えない事業年度に

係る法人県民税均等割を免除する措置を講じています。 

    その他、法人設立日から３年以内のＮＰＯ法人については、法人設立日から3年以内にＮＰＯ

法人へ無償譲渡された不動産・自動車の取得に対して課税される不動産取得税及び自動車税（環

境性能割）を免除する措置を講じています。 

     いずれの場合も免除申請が必要です。詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合せください。 

法人税法施行令第５条（収益事業の範囲） 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業

、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周

旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所

業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を

行う事業、労働者派遣業 
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（５）寄附した者に関する優遇措置 

    株式会社等の普通法人が特定非営利活動法人に対して寄附した場合、一般寄附金枠

内で損金算入することが可能です。 

個人については、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市

区町村が条例で指定するものについては、個人住民税の寄附金税額控除を受けること

ができます。 

都道府県が条例で指定した寄附金については、その２千円を超える部分の金額に

４％を乗じた金額が都道府県民税から控除されます。また、市区町村が条例で指定し

た寄附金については、その２千円を超える部分の金額に６％を乗じた金額が市町村民

税から控除されます。 

どのような寄附金が指定されているかは、その法人の主たる事務所（その他の事務

所）が所在する都道府県や市区町村の税務担当課にお問い合わせください。  

 

  ひとくちメモ 認定（特例認定）特定非営利活動法人に対する優遇税制 

一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定若しくは特例認定を受けたＮＰＯ法人は「認定特

定非営利活動法人」若しくは「特例認定特定非営利活動法人」といいますが、これらの法人の特

定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした個人は、所得税の優遇措置を受けることができま

す。また、その認定（特例認定）ＮＰＯ法人が都道府県や市町村区の条例で指定されている場合

は、個人住民税の優遇措置を受けることができます。 

なお、法人が寄附した場合においても、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入

限度額が設けられています。 
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６ 関係機関 

（１）市町ＮＰＯ法担当課 ※令和４年３月現在 

市町名 ＮＰＯ担当課 郵便番号 住所 電話番号 

宇都宮市 
みんなでまちづく

り課 
320-8540 宇都宮市旭 1-1-5 028-632-2288 

足利市 市民生活課  326-8601 足利市本城 3-2145 0284-20-2154 

栃木市 地域政策課 328-8686 栃木市万町 9-25 0282-21-2332 

佐野市 市民活動促進課 327-8501 佐野市高砂町 1 0283-20-3812 

鹿沼市 地域活動支援課  322-8601 鹿沼市今宮町 1688-1 0289-63-2241 

日光市 地域振興課 321-1292 日光市今市本町 1 0288-21-5147 

小山市 市民生活安心課 323-8686 小山市中央町 1-1-1 0285-22-9287 

真岡市 市民協働推進室 321-4395 真岡市荒町 5191 0285-83-8141 

大田原市 政策推進課 324-8641 大田原市本町 1-4-1 0287-23-8715 

矢板市 総合政策課 329-2192 矢板市本町 5-4 0287-43-1112 

那須塩原市 市民協働推進課  325-8501 
那須塩原市共墾社

108-2 
0287-62-7151 

さくら市 総合政策課 329-1311 

さくら市氏家 1857 

（市民活動支援セン

ター内） 

028-616-3557 

那須烏山市 まちづくり課 321-0692 
那須烏山市中央 1-1-1

（烏山庁舎） 
0287-83-1151 

下野市 市民協働推進課  329-0492 下野市笹原 26 0285-32-8887 

上三川町 企画課  329-0696 上三川町しらさぎ 1-1 0285-56-9118 

益子町 総務課  321-4293 益子町大字益子 2030 0285-72-8824 

茂木町 企画課 321-3598 
茂木町大字茂木

143-1 
0285-63-5619 

市貝町 総務課 321-3493 市貝町大字市塙 1280 0285-68-1111 

芳賀町 生涯学習課 321-3304 
芳賀町大字祖母井

548-1 
028-677-0009 

壬生町 生活環境課 321-0292 壬生町通町 12-22 0282-81-1888 

野木町 生活環境課 329-0195 野木町大字丸林 571 0280-57-4154 

塩谷町 企画調整課 329-2292 塩谷町大字玉生 741 0287-45-1112 

高根沢町 企画課 329-1292 
高根沢町大字石末

2053 
028-675-8102 

那須町 企画財政課 329-3292 
那須町大字寺子丙

3-13 
0287-72-6935 

那珂川町 総務課 324-0692 那珂川町馬頭 555 0287-92-1111 

 

 



20 
 

７ 参考情報 

（１）「特定非営利活動促進法の手引き」購入について 

   下記の場所で販売しています。（１冊 5０0 円） 
 
栃木県職員生活協同組合地方売店 月曜日～金曜日（年末年始・祝祭日は休み） 

※在庫について電話等でご確認ください。 

 
栃木県庁内（県民プラザ） 月曜日～金曜日（年末年始・祝祭日は休み） 

名 称 所在地 電  話 営業時間 
県民プラザ 
（情報公開推進室） 

宇都宮市塙田 1-1-20 
県庁本館 2 階 

０２８－６２３－２０７３ ９時～17 時 

 

（２）法人に関する登記について（栃木県内） 

  栃木県内に主たる事務所を置く法人に関する登記は、下記に申請してください。 
名 称 所在地 電  話 

宇都宮地方法務局 
 登記部門（法人登記部門） 

宇都宮市小幡 2-1-11 ０２８－６２３－０９１８ 

 

（３）参考Ｗｅｂサイト 

 

 

 

 

売店名 所在地 電  話 営業時間 
河内庁舎売店 宇都宮市竹林町 1030-2 ０２８－６２６－３１９１ ９時～17 時 
下都賀庁舎売店 栃木市神田町 6-6 ０２８２－２４－９８２２ ９時～16 時 30 分 
塩谷庁舎売店 矢板市鹿島町 20-22 ０２８７－４３－６２６５ ９時～17 時 15 分 
那須庁舎売店 大田原市中央 1-9-9 ０２８７－２３－４９０５ ９時～16 時 30 分 
安蘇庁舎売店 佐野市掘米町 607 ０２８３－２２－４１７９ ９時～17 時 15 分 
足利庁舎売店 足利市伊勢町 4-19 ０２８４－４３－１４３０ ９時～16 時 30 分 

サイト名 内  容 アドレス 

栃木県 
ホームページ 

ＮＰＯ法人の設立、運営、解散等
の手続に必要な書式や記載例、県
内に主たる事務所を置くＮＰＯ
法人一覧、等 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c01/life/n
po/npo/index-npo.html 

県税、市町村税に関する案内 
https://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/z
eikin/index.html 

内閣府ＮＰＯ 
ホームページ 

Ｎ Ｐ Ｏ の イ ロ ハ 、 内 閣 府 作 成
NPO 法の手引き、NPO 法に関す
るＱ＆Ａ、等 

https://www.npo-homepage.go.jp 

法務局 
ホームページ 

NPO 法人に関する登記の書式、
記載例 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/CO
MMERCE_11-1.html#anchor4 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 会
計 基 準 協 議 会
ホームページ 

ＮＰＯ法人会計基準 https://www.npokaikeikijun.jp 

国税庁 
ホームページ 

NPO 法人の法人税法上の取扱い 
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin
/21/14.htm 
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「ぽ・ぽ・ら」をご利用ください 

とちぎボランティアＮＰＯセンター（愛称「ぽ・ぽ

・ら」）は、栃木県内のボランティアやＮＰＯ活動を

応援、推進するために県が設置した民営の施設です。 

（運営：NPO法人とちぎ協働デザインリーグ） 

 ＮＰＯ法人の設立・運営やボランティア活動に関す

る相談、活動に役立つメールマガジンの発行など、皆

さんの社会貢献活動を応援します。 

〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和 2-2-7 

TEL：028-623-3455 

FAX：028-623-3465 
ホームページ https://tochigi-vnpo.net 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）設立ガイド 

（令和４年３月） 

発行：栃木県 県民生活部 県民文化課 県民協働推進室 
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20（栃木県庁本館７階南側） 

TEL：028-623-3422 FAX：028-623-2121 

メール kyodo@pref.tochigi.lg.jp 

 


